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１．事業者指導課に提出が必要な書類について 

 

 

１ 各種書類の提出期限について 

①  令和４年４月１日適用開始の体制届 

令和４年３月１５日（火） 

②  令和４年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算計画書 等 

令和４年４月１５日（金）  

③  令和３年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算実績報告書 

令和４年７月３１日（日） 消印有効 

 ※ ②・③について、生活支援訪問・通所サービス分の加算額、改善額を含めて提出す

ること。 

２ 報酬改定に伴う、重要事項説明書等の取扱い（利用料金が変更となる場合） 

(1) 新規の利用申込者に対しては、変更内容を反映させた重要事項説明書を作成の上、当

該説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 

 (2) 既存の利用者に対しては、内容を変更した重要事項説明書（同意を得ている重要事項

説明書の内容の差し替えとして、変更部分のみでも可）を交付して説明を行うこと。 

３ 「変更届」、「体制届」、「通所介護等 自己点検シート、岡山市基準条例・規則等（条

例・省令対照表を含む。）」に係る必要書類等について、ホームページに掲載しています。 
  ・「変更届」https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022782.html 
 ・「体制届」https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022686.html 

 ・「通所介護等 自己点検シート」 

          https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000023089.html  

 ・「岡山市基準条例・規則等（条例・省令対照表含む。）」 

       https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000007658.html 

４ 疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、「質問票」

により FAX にて送信してください。 

５ 厚生労働省からの Q＆A 等について 

今後、厚生労働省から発出される Q＆A 等については、随時ホームページ上で公開し

ていきます。 

また、Q＆A 等の内容によっては、集団指導資料の記載内容を変更する場合がありま

す。その場合もホームページ上でお知らせしますので、随時確認をお願いします。 

（岡山市事業者指導課ホームページ） 

https://www.city.okayama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_1.html 
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令和  年  月  日 
 

岡山市 事業者指導課 宛 
ＦＡＸ番号 ０８６－２２１－３０１０ 
 
 

電話・ＦＡＸ番号 変更届 

 

 
下記のとおり電話・ＦＡＸ番号が変更になりましたので，お知らせします。 

 
 

記 
 
法人名                                   
 
事業所名                                  
 
介護保険事業所番号                             
 
 
 
旧番号                     新番号 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電話番号 
 
 
 

ＦＡＸ番号  
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】
 令和　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課通所事業者係あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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